
障がい児タイムケアの利用案内 

 

サービス内容 

・障がい児の放課後及び長期休暇に活動の場を提供し、見守りや創作、社会に適応するための日常

的な訓練等を行います。（障害児の放課後児童クラブのようなもの） 

 ※しおみの丘の車輌にて三好養護学校、ご自宅までの送迎をします。 

 

対 象 者 

・知的に障がいがある児童（概ね１２歳以上の児童） 

 

対 象 地 域 

・みよし市 

 

利 用 定 員 

・１日３名 

 

利 用 時 間 

・水曜日の午後３時から午後６時です。（送迎時間を含む） 

※夏休み等の長期休暇は、必要に応じて水曜日以外の日もお受けします。その場合は午前９時か

ら午後４時までの時間内とします。（送迎時間を含む） 

 

利 用 予 約 

・基本、サービスの利用を希望される日の前月の一日から予約をお受けしています。ただし、緊急

な場合等はお問い合わせ下さい。 

・サービスを利用するには、各市町村の支給決定が必要となります。ご確認下さい。 

 

費 用 

・サービスを利用した際は、支給決定を受けた障がい者又は障がい児の保護者から利用したサービ

スの費用の１割（ただし、市町村が定める月額負担上限額の範囲内とする）をお支払い下さい。 

・食費については、１食６５０円ですが、食事給付を受けている方は、市町村から１食４２０円給

付されますので、１食２３０円をお支払い下さい。 

・その他、創作活動等での材料費等は、実費を利用者に負担していただく場合があります。その場

合は、事前にご連絡し説明させていただきます。 

 

利用料金 

１回あたり ５００円 

強度行動障害を伴う場合１回あたり ６００円 

食事提供加算 ４２円 

 ※休日等は、１日２回（６時間）まで 

 

利用するに当たり、利用契約が必要となります。先ずは下記まで一度ご連絡ください。 

しおみの丘 ＴＥＬ（０５６１）３２－２５０１ ＦＡＸ（０５６１）３２－２６０ 


